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○千正医療政策企画官 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第12回「医師

の働き方改革に関する検討会」を開催いたします。 

 構成員の皆様におかれましては、大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとう

ございます。前回に引き続き夜間の開催となり、大変恐縮でございます。 

 初めに、構成員の出欠の確認でございます。 

 片岡構成員から所用により御欠席との御連絡をいただいております。 

 赤星構成員から所用によりおくれて参加されると御連絡をいただいております。 

 続きまして、資料の確認をいたします。 

 議事次第、座席表、資料１～３、参考資料１と２がございます。 

 それから、机上に配布させていただいております「医師が元気に働くための７カ条」と、

「勤務医の健康を守る病院７カ条」、これは日本医師会のパンフレットを参考に配布させ

ていただいております。 

 万一、不足する資料等がございましたら、お知らせいただければと思います。 

 それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。 

（カメラ退室） 

○千正医療政策企画官 以降の議事運営につきましては、岩村座長によろしくお願いいた

します。 

○岩村座長 皆様、こんばんは。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。お手元の議事次第をごらんいただければと

思います。 

 まず、議題の１番目は、「第11回の議論のまとめ（勤務環境改善策について）」になっ

ております。 

前回は、「勤務環境改善策について」ということで、医師の皆さんの業務量・労働時間

数の削減方策、それから、医師の皆様の健康確保策、そして、女性医師の方が働きやすい

勤務環境整備、につきまして御議論を頂戴したところでございます。 

特に、健康確保に関しましては、谷川参考人にお越しをいただきまして、大変有益な御

示唆・御教示をいただいたと思っております。 

こうした前回のまとめにつきまして、いつもと同様、「今後の検討の方向性（案）」を

あわせて事務局で整理をしていただいております。まず、それにつきまして事務局から説

明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡邊医療経営支援課長補佐 ありがとうございます。 

 資料１をごらんいただければと思います。前回から日もまだ余りたっておりませんので、

御記憶に新しいところかと思いますが、２ページからごらんいただければと思います。 

 まず、前回、健康確保措置に関する御議論をいただいた中で、「連続勤務時間制限・勤

務間インターバルについて」さまざまな御意見を頂戴しました。現場感と齟齬なく診療イ

メージが湧く案を示してほしいといったような御意見、あるいは、医療の現場の不確実性
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にあわせて、実態に合わせた休暇を別途とらせるとか、そういう工夫も要るのではないか

というようなこと。 

 それから、こうしたインターバルなどの前提として、労働時間管理がしっかり定着して

いることが重要である。そこをどうするかといったような問題提起もいただきました。 

 これにつきましては、下に、「今後の検討の方向性（案）」ということでお示ししてお

りますが、具体的な案を今後御提示しまして、御議論を継続いただきたいと思っておりま

す。 

 ３ページからは、谷川参考人の御報告に関して、３～５ページまで、便宜上、３つのパ

ラに分けて整理をしておりますが、御示唆いただいたのは、個々人の医師の心の健康の状

態とか睡眠の状況を確認して労務管理していくことの重要性というような御示唆だったか

と思います。こうした個別的な健康管理についても、今後、具体的な案を御提示して、議

論を継続いただければと思っております。 

 ６ページに進んでいただければと思います。この健康確保に関する議論の中で、今後の

時間外労働の上限規制に関する御意見もいただいたかと思います。例えば、いただいた御

意見の上から４つ目・５つ目ですけれども、前回は、睡眠が非常に重要だという御議論を

いただいたわけですが、一方で、労働時間規制も非常に重要であるというような観点から

の御意見を頂戴しております。 

 それから、その次ですけれども、上限水準の議論に当たっては、科学的エビデンスに基

づく検討が必要だというようなこと。それから、質の高い医療のあり方という観点からの

規制も考えられるのではないかと。そういうような御示唆もいただいたかと思います。 

 これらについては、今後、時間外労働の上限規制に関する案を御提示する際に勘案させ

ていただいて、御議論いただければと思っております。 

 ７ページからは、「業務量・労働時間の短縮について」ということで、前回、タスク・

シフティングとかICTを使った業務改革等さまざまな御意見をいただきました。ここは、プ

ロセスやノウハウの支援と財政的な支援、２つの論点が大きく出てきているかと思います

ので、これについては、事務局において検討させていただきたいと思っております。 

 ８ページ、特に、このタスク・シフティングの関係で、特定行為研修を修了した看護師

へのタスク・シフトの関係をまとめていますが、基本的には、今申し上げた、タスク・シ

フト全体の議論と同じ方向性で検討をしていきたいということでございます。 

 ９ページ、10ページは女性医師の関係であります。働き方の観点では、育休の制度もな

い場合があるというような議論もございました。そういう働き方の観点での重点的な取組

とか、保育環境の整備。これは既に支援策等も十分ございますので、これらの周知といっ

たようなことに、これも事務局として重点的に取り組んでいきたいというふうにさせてい

ただいております。 

 前回の振り返りは以上でございます。 

○岩村座長 ありがとうございました。 



3 

 

 ただいま御説明いただいた点につきまして、御意見あるいは御質問、または、前回の議

論に追加しての御意見等がございましたら、お出しいただければと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 なお、前回の最後に、黒澤構成員から御提案をいただいた件がございます。黒澤構成員

からは、睡眠を確保することの重要性について周知をしてはどうかという御提案をいただ

いたところでございます。 

 この検討会といたしまして、医療機関に対する緊急対策の再周知というような形でのア

ピール文をまとめてはいかがかと考えております。 

 そこで、その方向で皆様の御了解が得られるようでございましたら、渋谷副座長、事務

局とも相談をしまして、次回、文案を準備させていただければと考えているところでござ

います。この点につきまして、もし、御意見があれば、頂戴できればと思いますけれども、

いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございましょうか。 

 ありがとうございます。 

 では、そのような形で進めさせて頂きたいと思います。 

 今村構成員、どうぞ。 

○今村構成員 全く賛成です。ぜひ御検討いただければと思うのですけれども、先ほど、

事務局からも御説明、御紹介をいただいた資料として、ここに掲げてある、「医師が元気

に働くための７カ条」と「勤務医の健康を守る７カ条」は、平成20年に日本医師会の中で、

「勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会」を立ち上げて、その中で最初のアウト

カムとしてこれを作成させていただきました。 

 「医師が元気に働くための７カ条」の１番目ですけれども、睡眠時間を十分確保しまし

ょうということで、「最低６時間の睡眠時間は質の高い医療の提供に欠かせない、患者さ

んのために睡眠不足は許されません」と、こういうメッセージなのですけれども、睡眠も

重要なのですけれども、そのほかについても非常に重要なことを書かせていただいている

ので、ぜひ、参考にして取り入れていただければ、大変ありがたいなと思っております。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、引き続きまして、議事次第にあります議題の２番目と３番目に進みたいと思

います。２番目が「医療の特性・医師の特殊性について」、３番目が「医師の研鑽と労働

時間に関する考え方について」でございますけれども、それにつきまして、内容が関連す

る部分もございますので、一括して御議論をいただきたいと考えております。まず、事務

局から、資料２と資料３について、続けて御説明をいただきまして、その後、両者をまと

めて質疑あるいは意見交換を行わせていただければと考えております。 
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 それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○渡邊医療経営支援課長補佐 まず、資料２でございます。今回、「医療の特性・医師の

特殊性について」ということでまとめております。２ページ、３ページからごらんくださ

い。 

 まず、「医師の働き方の観点からみた医療の特性」ということで、２ページに４つの要

素を書き出してございます。公共性、不確実性、高度の専門性、それから、技術革新・水

準向上と、こういう４つの観点で整理をしてみたものでございます。 

 具体的には、３ページでありますけれども、この医療の特性というようなものは、例え

ば医療経済の教科書等々において整理がされておりますが、こと医師の働き方の観点でど

うかについて、本日の議論のために事務局でたたき台として、改めて整理をしてみたもの

でございます。 

 まず不確実性ということで、疾病の発生、症状の変化、これは人体にかかわる医学とい

うことでもありますので、予見不可能であること、非常に個別性が高いというようなこと、

効果の不確実性が高いこと、そういったようなかたまりが１つあるかと思います。事業の

不確実性はどのような業界にもある程度存在するかと思いますが、ニーズの発生そのもの、

それに対する対応、その後の展開というところで個体差が大きい。そういうものが内包さ

れていることが特徴ではないかということであります。 

 ２つ目が公共性であります。これは、国民が求める医療に対する日常的なアクセス、質、

利便性、継続性などは、医療提供体制として、国民皆保険と相まってこうしたものに応え

ることを目指してきたものであります。アクセスとの関係では、一方で医療需要、特に急

性期について今後ピークアウトするというようなことを前提として体制を構築していくこ

とになろうかと思います。 

 この公共性に関するものということで、１つは職業倫理が強く働くというところがあろ

うかと思います。これまでも応招義務の文脈で御議論いただいてきたような、診療をなる

べく断らないということでありますとか、目の前の患者に常に最善を尽くすと、そういっ

たような行動にあらわれてくるところかと思います。 

 それから、また、別の観点から申し上げると、こういう公共サービスの質とも関係しま

すが、人命を預かることに関して、医療安全の確保が必要不可欠であろうということです。 

 ここまでは、おおむね医療の特性でありますので、医療専門職にはある程度共通すると

ころかと思います。その中で、特に医師についてということで考えますと、医師の高度の

専門性ということから、医師の養成には約10年の長期を要し、業務独占とされているとい

うことであります。10年の長期を要するということは、需給調整に時間がかかるというこ

と。それから、業務独占ということは、医師でなければできない仕事がある程度厳然と存

在しているという特徴があろうかと思います。 

 それから、４つ目のかたまりは、技術革新と水準向上ということでありますけれども、

医学がサイエンスだということから、その革新のスピードがかなり速いということに、一
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人一人の医師、医療現場が常にキャッチアップしていかなければならず、知識・手技の向

上が常に必要だということ。医療の水準を向上させていくために、新しい診断法・治療法

の追求と、それは一部の医師だけではなく、広くどこででも活用・普及（均てん化）を目

指している。つまりトップのところを高めていくということと裾野を広くしていく両方が

必要であるということで、そのために医師個人がかなり努力・研さんをしてきたというこ

とであろうかと思います。 治療行為・手術は特許制度の対象外でもありまして、医師個

人にその努力はかなり依存してきたのではないか。また、医師としてのキャリアパスから

見ますと、さまざまな勤務先を移りながら経験を積んでいくというあらわれにもなってい

るのではないかと整理させていただきました。 

御議論さまざまあるところかと思いますので、御議論いただければと思います。 

 ４ページ、５ページは、条文で確認をさせていただくところでありまして、医療提供の

理念、それから、医師とそのほかの医療従事者の制度上の関係ということで、御参照をい

ただければと思います。 

 ６ページは、「働き方と医療安全との関係」でありまして、医療事故やヒヤリ・ハット

の経験について、勤務時間区分ごとに見たデータ等も入れさせていただきました。 

 ７ページ、８ページをごらんいただければと思います。先ほど、一旦整理をさせていた

だいた特性のところの上の２つであります医療の公共性と不確実性、この関係について整

理をしたものでございます。 

 １つ目の○から見ていただきますと、医療の公共性ということからしますと、医療ニー

ズが生じることに対してある程度対応できる医療提供体制が求められるわけでありますけ

れども、疾病の発生、症状の変化が予見不可能だということからしまして、限界事例とし

て、事前に労働契約等で想定した範囲を超えて医療機関が勤務医に診療指示せざるを得な

い局面も生じるであろうと思われます。 

 従来、この点が応招義務の論点として、時間規制の水準ぎりぎりのときに、応招義務と

して診療しないといけないのかどうかという論点として考えられることが多かったかと存

じます。ですけれども、この応招義務については、第10回検討会（９月19日）で、岩田先

生から御報告をいただいたところです。その点の振り返り的なことになりますが、小さな

ポツで４つ記載させていただきました。 

 １つは、応招義務は公法上の義務でありまして、医師個人の民刑事法上の責任あるいは

医療機関と医師の労働契約に法的な影響を直接及ぼすものではないということ。 

 一方で、実態として、この応招義務が診療拒否をしてはならないという職業倫理・規範

として機能をし、社会的要請あるいは国民の期待を受けとめてきた。 

 そういう意味で、応招義務は純粋な法的効果以上に意味を持ち、医師の過重労働につな

がってきたが、当然のことながら、その際限ない長時間労働を求めているようなものでは

ないというところまで、構成員の皆様方とも確認をさせていただいたかと思います。 

 応招義務についてこのように理解をしますと、すなわち、冒頭の限界事例、事前に想定
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した範囲を超えて診療指示せざるを得ない場合をどうするかということですけれども、こ

れは応招義務の問題ではないとしても、医療提供においては起こり得る局面であります。

これをどう考えるかというところで、「個々の医療機関が、想定を超えて生じた医療ニー

ズに対応するための診療指示をして医師に労働させること」をどう扱うべきかということ

で、次のページに論点を、改めて、整理させていただいております。 

 上の２つが基本的な考え方であります。 

 基本的には、医療の公共性を踏まえて医療ニーズをある程度事前に想定をして体制を組

み、それが時間外労働であるならば、必要な手続（36協定）とか、そういった必要な手続

をしていただくことが基本の１つかと思います。 

 もう一つは、したがいまして、診療体制を組むに当たって、ぎりぎりの局面でその医療

機関のその先生でなければ診られないというような場面が生じても、この労働契約であっ

たり、36協定の想定範囲内で対応できるような環境整備をしていくことが必要だと。その

環境整備は、タスク・シフティング、勤務環境改善等のマネジメント改革で、医師の業務

をなるべく減らすことでもありますし、地域医療体制における機能分化・連携というよう

なことでもあろうかと思います。 

 こういう中で、今後どう考えていくかというところが３つ目、４つ目でありますけれど

も、１つは、こうしたマネジメント改革・提供体制の再編、機能分化・連携をして、労働

時間短縮の取組をしていく。法令で定める時間外労働の上限時間数は、医療の公共性を踏

まえれば、それでもなお必要とされる医療ニーズに対応できる水準とする必要があるので

はないか。そうでなければ公共性が損なわれてしまいかねないのではないかということで、

これが１つの御提案でございます。 

 ４つ目でございます。こうした必要とされる医療ニーズに対応できる水準に設定しても

なお、極めて限定的な場合であるとはいえ、人命救護という法益の重要性に鑑み、上限時

間を超過する状況において診療指示せざるを得ない場合もやはり依然としてあるのではな

いかということで、４つ目に記載をしております。 

 その場合、極めて限定的な場合ということで※書きをしておりますが、一刻一刻非常に

生命にかかわるような状況の救急患者さんがいらして、その医師の診察能力、地域の医療

提供体制の状況からして、その先生でなければ治療が不可能だといような場合はあろうか

と思います。そうした場合に、その医師が健康上診療できるというようなことであれば、

診療指示を行わざるを得ない、診療させざるを得ないということもあると考えられますけ

れども、そういう場合をどう考えていくかということが論点の２つ目でございます。これ

について、後ほど御議論をいただければと思います。 

 ９ページからは、医師養成の過程とか、これまでの医学部定員増加の経緯、それから、

人口10万単位医師数、OECDの水準との比較等をつけさせていただきました。 

 12ページ、13ページは、医師の需給推計であります。働き方改革の上限時間設定の結論

は出ておりませんけれども、当面、平成32、33年度の医学部定員について結論を出さなけ
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ればならないこともありまして、「医療従事者の需給に関する検討会」という別の検討会

の場で推計をしているものでございます。 

 労働時間について、ある程度幅を持って推計をするということで、13ページにケース１、

２、３と労働時間上限の見込み方を３パターン置いています。この３パターンに対応して

12ページの青・緑・紫の３本の線ですけれども、例えば真ん中の需要ケース２は週60時間

制限、単純計算で月80時間の時間外労働という水準でありますけれども、これで推計をし

ますと、2028年ごろ、マクロの医師数としては35万人程度で均衡すると推計しています。 

 14ページ、15ページは、「議論のための視点」でございます。 

 14ページの１つ目ですけれども、主に不確実性と公共性の観点でありますが、不確実性

に対応しながら公共サービスとして一定の日常的アクセス、質を確保するというところが、

この医師について特殊なところではないかということ。 

 それから、不確実性に対して、地域医療体制全体として必ず対応できなければならない

ということ。先ほどの論点をどう考えるかということであります。 

 ３つ目は医師養成の関係です。今、見ていただいたとおり、過去10年余り、医学部の入

学定員増を図ってきておりまして、今後、医療需要のピークアウトが見込まれるという中

で、2028年以降の医師需給のマクロでの均衡も見込まれております。将来的には、医師に

求められる仕事量が減少すると考えられる中で、養成に10年以上要することを踏まえ、当

面は、医師数の増加等によって医療提供量をふやすという方向性はとりにくいのではない

か。 

 一方で、今後の医療需要のピークアウトを見通しまして、医療機関の機能分化・連携を

進めてきております。こうした取組は時間外労働の上限規制の導入、労働時間短縮におい

て、重要な前提となるのではないか。 

 15ページをごらんいただきますと、主に、こちらは公共性、技術革新・水準というよう

な辺りの論点でありますが、医師は、非常に職業倫理が強く働いて、我が国の医療提供体

制を支えてきたということかと思いますけれども、こうした職業倫理の意義を認めた上で、

健康確保をしっかりと図ること。 

 それから、２つ目にありますような、医療安全の観点からも、確実な休息が必要ではな

いか。おおむね、これまでの議論の中で、こういうような方向性だったかと思います。 

 一番下でありますけれども、医師が新しい診断・治療法の追求等々に取り組んで、水準

向上が図られてきたことを踏まえて、労働時間規制における医師の研さんをどう考えるか

ということでございます。 

 これまで医師の研さんについては、「自己研鑽」という言葉で表現をさせていただいて

おりました。前々回の議論で、自己研さんの中に、この後資料３でも御説明いたしますが、

労働のものと労働でないものがあると整理をしていくときに「自己研鑽の労働」というや

や語義矛盾的なものも生じてまいりますので、ここからは「研鑽」として用語の統一をさ

せていただこうと思っております。 
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 資料２については、以上でございます。 

○安里医療勤務環境改善推進室長 続きまして、資料３の説明をさせていただきます。 

 今、御説明がありましたように、自己研さんと言っておりましたものの中に、労働に該

当する研さん、労働に該当しない研さんがございましたので、今後は「研鑽」とさせてい

ただきます。「医師の研鑽と労働時間に関する考え方について」でございます。 

 １枚おめくりいただいて、２ページ目をごらんいただければと思います。 

 労働時間に関する考え方としましては、３ページ目にありますようなガイドラインを示

しておりましたり、また、これまで基準局で通達を出したりしておりましたので、そちら

をもとに、これは医師に限らずですけれども、研さんと言われる行為の労働時間外該当性

についてまとめたのが２ページ目になってございます。 

 まず１点目ですが、「労働時間とは」という基本を確認しておりますが、使用者の指揮

命令下に置かれている時間のことを言いまして、使用者の明示または黙示の指示により労

働者が業務に従事する時間は労働時間。これが原則でございます。 

 「このため、」としまして、２点目ですが、それではということで、例えば１点目、労

働から離れることが保障されている状態で行われているもの。それから、例えば２点目で

すが、不利益扱いによる実施の強制がないなど、自由な意思に基づき実施されていると、

そういうようなものであれば、使用者から明示または黙示の指示がないと認められるので

はないか。このような研さんを行う時間は労働時間に該当しないであろうということをま

とめております。 

 注釈として、労働から離れることの保障についてですけれども、使用者から指示があっ

た場合に即時に業務に従事することが求められている場合は、労働から離れていることが

保障されておりませんので、いわゆる手待ち時間として労働時間に入ってくるという解釈

になってございます。ですので、労働にもし該当しない研さんであるならば、みずからの

判断で終了することができることが必要であるというのを書いてございます。 

 それから、黙示の指示についても注釈をつけてございます。所定労働時間外に自発的に

研さんを行っていると、そういう場合であっても、その行っている内容が業務そのもので

したり、業務に必要な準備行為またはその業務の終了後に業務に関連して行われる後処理、

こういうものに該当しまして、事業場内で行う時間である場合は、使用者が明示的に指示

をしていなくても、使用者がそういうことをしているという認識を持っていましたら、黙

示の指示が推認されて、労働時間に該当する場合がございます。 

 それから、最後の四角ですが、「なお、」として書いておりますが、労働時間に該当す

るか否かというのは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかという

ことを評価することによって客観的に定まるものと考えられておりまして、就業規則等で

どのように定めているかにはよりません。また、個別具体的に判断されるとされておりま

す。 

 以上、原則を確認いたしまして、４ページ目にお進みいただければと思います。 
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 それでは、医者の場合にどう考えていったらいいかでございますけれども、基本的な考

え方といたしましては、先ほど御確認いただいた２ページ目に掲げた考え方は医者であっ

ても共通でございます。 

 ただし、ということで、２点目、３点目の四角でございますけれども、医師については、

研さんが非常に必要とされているという状況にあります。ただ一方で、３点目ですが、「中

間的な論点整理」にも書かれておりますけれども、関係者間で共通の認識がなくて、判断

が困難になっているという状況が指摘されておりますので、今回、医者の場合に当てはめ

たらどういう考え方になるかというのを示させていただいております。 

 次の四角でございますが、押さえておくべき特徴としまして、医師の研さんについては、

医学自体が非常に高度で専門的である、技術革新も非常に進んでいることを踏まえますと、

業務上必須かどうかの判断をするに当たっては、上司が行う、そういうことにしかよらざ

るを得ないのではないかという考えに基づきまして、最後の四角ですが、医師の研さんに

ついて、労働に該当する範囲がどういうものであるかというのを、医師本人、上司、使用

者、関係者が明確に確認し得るよう、基本となる考え方を示すこと。 

 それから、上司の指示とその労働時間の該当性の判断がどういう関係にあるか、ここら

辺を明確化するような手続、これを示させていただいております。 

 それが、５ページ目から具体的な内容でございますが、これまで検討会の中で、医師の

研さんの類型として掲げられてきたものについて、それぞれ考えをまとめて示しておりま

す。 

 まず、診療ガイドラインの勉強など、いわゆる診療にまつわって事前にまた事後に振り

返って勉強をするようなものについてでございます。表の右のほうを見ていただきますと、

まず「労働時間の基本的な考え方」を書かせていただいておりますが、今申し上げたよう

な項目については、一般的に、診療の準備行為または診療後の後処理に当たるだろうとい

うことで、労働時間に該当するのが一般的だと思います。ただ、本当に自由な意思に基づ

いて、業務上必須ではない行為を、所定労働時間外に、上司の指示なく行っている、そう

いうような時間については、労働時間に該当しないと考えられるでしょうとしておりまし

て。 

 その下の段に書いておりますが、こういう基本的な考え方ですので、こういうことがい

ろいろな手続をとって、しっかりそうだということが確認されている場合には、こうした

行為を行う時間は労働時間に該当しないという形で取り扱うことになるでしょう、という

のをまとめております。 

 次のページ、６ページ目に行きますと、今度は、学会、院内勉強会、本来業務とは区別

された臨床研究にかかる論文執筆等、大学院の勉強、専門医の取得等と挙がっております

が、こちらは、先ほどとは逆で、こうした項目についてはよく奨励されていることがある

かと思いますが、奨励されていても、自由な意思に基づいて業務上必須ではない行為を所

定労働時間外に上司の指示なく行っている場合には、一般的に、労働時間に該当しないと
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考えられるでしょうとまとめております。 

 ただし書きとしては、今言ったことを逆転させて書いておりますが、実質上不利益が課

されていて、実施が余儀なくされている場合、業務上必須である場合、上司が指示してい

るような場合、そういう場合は労働時間に該当しますとしております。 

 具体的なイメージが湧きにくいと思いますので、箇条書きで例えばこういうものと挙げ

ておりますが、お読みいただければと思いますが、例えば、中ほど、学会等で参加・発表

や論文投稿が医療機関に割り当てられておりましても、個人への強制的な割り当てがない

もの。それから、研究本来業務等はしない診療メインでいらっしゃるお医者さんが院内の

臨床データ等を利用して研究活動を行っている。これは上司には命じられていなくて、自

主的な場合。こういうような場合は労働時間に該当しないという形になるかと思っており

ます。下の段に、そういうことがしっかり確認されておれば、労働時間に該当しないもの

として取り扱うでしょうということを書いております。 

 続く７ページ目ですが、同じように整理をしておりますが、こちらは、症例の経験を得

たい、それから、上司や先輩の術を見たいということで見学を行っている場合についてま

とめております。 

 見学の場合も、基本構成は一緒ですけれども、自由な意思で、業務上必須ではなくて、

指示もされていなくて、見学をしている。所定労働時間外に、当直シフトでもないのに待

機をしている。そういう場合は労働時間に該当しないと考えられますと書いております。 

 ただしとしまして、見学中に実際に診療を行った場合、手術の場合は手伝いという表現

になるかもしれませんが、診療に係る行為を行った場合は労働時間に該当しますし、また、

見学中に診療、手伝い等を行うことが慣習化・常態化している場合には見学に当たる時間

全てが労働時間に該当するでしょうとまとめております。 

 下の段には、手続をとってしっかり確認されておればという話を書いております。 

 ８ページ目に、実際、そうしたことを確認するための手続はどういうものが望ましいか

というのを書いてございます。 

 まず１点目の四角ですが、所定労働時間外に労働に該当しない研さんを行う場合には、

みずから申し出て、上司による確認を得ましょうということなどを書いております。こう

したことをとった記録を３年間ほど保存していただけますと、労働時間の適切な管理が行

われたことも明らかになるでしょうと書いております。 

 また、実際、その上司が確認を行いますが、確認においては、先ほど、表で確認させて

いただいた点ですが、正しく確認行為を行っていただかなければいけないということで、

本来業務等に該当するものは労働時間とか、あとは、業務上必須かどうかというのは、個々

のお医者さんごとに変わってくるでしょうということで、個別に判断してくださいという

点などを書いております。 

 最後、なお書きでございますが、これもちょっとしつこくて恐縮ですけれども、研さん

が労働に該当するかどうかは、こちらで手続は御紹介しておりますが、基本、客観的に決
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まるものでございまして、手続を踏むことによってそれに該当しているかどうかを確認し

ていく、そういう関係でございますので、御留意いただければと思います。 

 ９ページですけれども、労働に該当しない研さんについて、先ほどの手続を踏んで始め

れば、それでよしではなくて、労働から離れることを保障していただく必要があると思い

ますので、通常勤務とは明確に切り分けた運用をする必要がありますということを書いて

います。切り分ける手法はいろいろあるかと思いますが、例えば、白衣は脱いで行うとか、

そういうことを例示として挙げております。 

 それから、診療体制に含めないことが重要でして、突発的な必要が生じた場合は除いて、

通常業務への従事は指示しないでくださいということを書いております。 

 また、後半のほうで、もし、指示をして、診療を行っていただいた場合には、労働時間

として扱ってくださいということ。それから、研さんだとして残っていることで、指示す

ることが常態化している場合には、全て労働時間という扱いになりますというのを書いて

おります。 

 続く10ページ目ですけれども、こうした運用を適切に行うために、今述べたような考え

方とか、うちの病院ではどういう手続を踏むのだというようなことを書面に明らかにする

必要があるのではないか。それから、そうしたことを上司が意識するだけではなくて、お

医者さん本人にも手続の履行を徹底していただいて、また、看護師さん等他職種の方から

声がかかる場合もありますので、他職種の方も含めて、こういう手続だということを周知

をしていただく必要があるのではないかとしております。 

 最後、なお書きとしましては、学会等への旅費を医療機関が出している場合がございま

すが、福利厚生の一環として出す場合もございますので、そういうことと労働時間に該当

するかどうかというのは直接には関係しませんというのをまとめております。 

 以上、事務局としてお示ししている案ですが、11ページに「議論のための視点」を書い

ておりまして。 

 今回、お示しした案について、労働と労働でないものを切り分ける形になっているかと

いう点。 

 それから、２点目ですが、手続として、お医者さんに自己申告をしていただいて、上司

が確認する仕組みとなっておりますが、適切かという点。 

 それから、労働時間に該当しない研さんであっても、医者に一定の負担がかかりますの

で、その点の配慮が必要ではないかという点。 

 これまで、労働時間の管理について、運用面での負担が大きいという話がありましたが、

今回、一定の手続と一定の取組をお願いする形になっております。実際の実務上の工夫と

しましては、例えば、上司に今回残っていいかと聞くときに、あらかじめ、月間の研さん

計画、どういう内容の研さんを行いたいかというのを包括して許可をもらっていまして。

きょうは、研さん計画の研さんで残りたいのだという形で連絡をするとか、事務担当者を

間に置きますとか、そういうような工夫はあるかなということも掲げております。 
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 最後に、医師の研さんについては、それを阻害しないでおきたいというのが共通の思い

であるかとは思いますが、今回のその医師の研さん意欲を阻害するものになってないか、

それから、適切な形で研さんの実施が図られる、そういうものになっているかというとこ

ろを御議論いただければと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 それでは、論点の２、論点の３についてのただいまの事務局からの御説明につきまして、

御質問あるいは御意見がございましたら、お出しをいただきたいと思います。 

 工藤構成員、お願いいたします。 

○工藤構成員 ありがとうございます。 

 資料２「医療の特性・医師の特殊性について」の３ページで、不確実性が一番最初に挙

げられております。病気や疾病なり、そこから来る予見不可能性もしくは治療効果の不確

実性というものももちろんあろうかとは思いますけれども、ただ、医師が若い医師なのか、

それとも、経験豊富な医師なのかにより、予見不可能性や不確実性の程度が違ってくると

いうことはとらえておく必要があるのではないかと考えます。 

 また、「人命を預かるため、医療安全の確保が必要不可欠」とありますが、医療安全の

確保のためには、判断する人間が的確に判断できる状態、つまり、健康状態になければな

らないことは大前提だと思います。健康が維持できる働き方を基本として、労働時間管理

もしくは基準の設定を今後具体的にやっていく必要があるのではないかなと考えます。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、裵構成員、続いて、馬場構成員ということで、お願いいたします。 

○裵構成員 ありがとうございます。 

 事務局の方々、詳細な説明をありがとうございます。 

 資料３の研さんで、４ページと８ページから見ますと、上司の権限と言ったらいいので

しょうか、上司の考え方がかなり大きく影響するかなと思います。上司も医師であります

ので、上司の意識改革を進めていかないとなかなか難しい。病院というのは、各診療科の

先生方が、あんまり経営者の言うことを聞かない病院も結構ございますので、そうします

と、経営者が上司に対して、診療科のトップに対してグリップするということに関して、

完全にグリップできるかというのはなかなか難しいところがございます。したがって、別

のアプローチ、例えば学会からだったり、また、何らかのアプローチで、上司の先生方の

意識改革は必要かなと思います。 

 さらに、意識改革する場合、私は２つのポイントが大事かなと思います。１つはわかり

やすい説明。上司の方々も医師で、プレイングマネジャーですので、マネジメントに関し

ては少し知識がない方がまだまだ多いところがございます。それで、わかりやすい説明を
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何らか必要と思います、例えば、パンフレット等々を創るのも一案です。 

 ２つ目が多くの接点を設けることです。経営者から一言言うだけではなくて、何度も何

度もそういう部下の管理、または、若い先生方の研さんはこうなのだよということを、接

点を多くしていくことは非常に大事かなと思います。 

私が仮に上司だったら、部下の研さんの管理だったり、事前申告だったり、そういったも

のは結構面倒くさいかなと思ってしまい、もういいや、自分で部下の仕事も全部やってし

まおうとなる懸念もあります。そうしますと、タスク・シフトではなくて、上司が忙しく

なって、逆タスク・シフトみたいになってしまいがちなところも、私は副作用として考え

ざるを得ません。となると、上司のマネジメント能力であったり、上司の仕事量が飽和し

ないようにする、そういったところもちょっと伏線として考えておいたほうが、この策が

より効果的になるのではないかなと思っています。 

 以上、２点でございます。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、馬場構成員どうぞ。 

○馬場構成員 資料３の７ページ目の手術の場合のことについて、ちょっと意見を述べさ

せていただきたいのです。 

 手を出せば、手術に参加すれば、それが労働時間に当たるということは、そうかなとも

思うのですけれども、本来、例えば、術者と正式の助手だけで事足りるけれども、見学し

た若いドクターが希望して、例えば、最後の皮膚縫合だけ練習したいので、そこだけちょ

っとさせてもらえませんかとかいう申し出があった場合に、これを労働として取り扱って、

かつ、割増賃金まで支払うということであれば、やはり上司としては許可しづらくなると。

研さんの機会を奪うことになるのではないかなと思います。 

 ですから、こういった場合には、必ずしも必要ではなくて、研さんのためということで

あれば、通常と違う水準の給与を支払うことが可能かどうか。仕組みとして、そういった

ことが可能にならないかどうかということを、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

 これは手術に限らず、意外によくあるケースでして。実際に、私の病院でも、指導医の

先生方のほうから、初期研修医が早く出てきて、採血の練習をしたい、それを許可してい

いですかということの話があったときに、私としては、それは超過勤務だから、超過勤務

としてきちんと申告して取り扱ってくださいということなのですけれども、これ１回ぐら

いだったらいいのですけれども、これ何回も何回もということになると、こちらとしては

練習させてあげたいのですけれども、ナースが通常行う業務をドクターが練習したいとい

うものに割増賃金を払ってというのはなかなか難しいのですよね。だけど、水準が違う賃

金支払いが可能になれば、こういったことも積極的に研さんの機会をふやしてあげられる

ことになりますので、その辺のところをぜひ検討していただければと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 
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 ほかにはいかがでしょうか。 

 では、遠野構成員にお願いをしたいと思います。どうぞ。 

○遠野構成員 今、ちょうど上司の資質と、労働、研鑽を判断するトレーニングが必要と

いうことと、賃金の話が出ましたが、私は、今、外科５人のチームで外科長なので、ちょ

うどこの上司に当たります。日常業務の中で例えば、月半ばで胆のう摘出があって、若い

先生に「勉強をしておけよ」と言った場合、それは超過勤務になり、中堅の先生には特に

言わないのですが、中堅の先生も恐らく、自分で明日手術だからと勉強をすると思います。

従って研修医には超過勤務賃金が出て、中堅の先生には自己研さんということで賃金が出

ないということになります。月末であれば、どちらも指示をして超過勤務とし、上限規制

に当たらないようにはできそうです。しかし、月半ばに研鑽として超過勤務が出ないと、

月末に結果として、上限に届かなければ、その研鑽を私が命令をすれば超過勤務として賃

金がもらえたはずですので、何か不公平感が出ると思います。したがって、上司としては、

労働、研鑽を区別する難しい判断が必要だと、今、構成員の先生方のお話を聞いて思いま

した。 

 ですから、難しいとは思うのですが、症例あるいは診療科によって、アルゴリズムのよ

うな、例えば、担当患者さんについての研鑽であれば労働とか、担当患者さんに関する学

習でなければ研鑽とか、締切のないいつでも休んだりできる学習であれば研鑽とか、何か

そういった指標みたいなものができれば、上司としては、労働と研鑽の判断がしやすいと

思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、山本構成員どうぞ。 

○山本構成員 早くに当てていただいて、ありがとうございます。 

 まず、この研さんの考え方で、自由な意思というのを繰り返し強調していただけている

のは非常にすばらしいことだと思います。ここを我々が危惧するのは、研さんを労働時間

として規制されてしまうと、そもそもの医者としてのモチベーションはかなり阻害される

可能性がありますので、ここは大変評価をさせていただきたいと思います。 

 そういうところで、質問が３つございます。 

 １つ目は、研さんの中に新しい治療法や新薬についての勉強というところがございます

が、例えば大学の場合には、むしろ、新しい技術あるいは医療機器等の開発そのものを行

っているわけでありますが、聞くところによると、こういう新しい技術・機械等の開発は

そもそも時間外規制から除外されていると聞いておりますけれども、このような考え方で、

医師の働き方改革の検討において、外であるということで理解してよろしいのかというこ

とであります。それから、例えば36協定で、もともと我々は36協定を結んでおりませんけ

れども、そういう場合に、外に出すことが可能なのかということが１つ目でございます。 

 それから、２つ目として、先ほど、旅費の支給云々で、福利厚生として出す場合には労



15 

 

働時間の判断に直接関係しないというふうにありますが、例えば、これは出張であるとい

う形で出張旅費が支給される場合には、ここはどういうふうに考えればいいのかというこ

とが２つ目。 

 それから、３つ目は、先ほど馬場構成員からいろいろ御意見があったように、本当にこ

んなに細かく管理していたら、とても現場は回らなくて、「もう、いいよ。おまえらはや

らなくて、俺たちがやるから」という話に本当になりかねないと思うのですね。そうする

と、現実的対応としては、包括的に、例えばこの人は何時間ぐらいが大体そういう研さん

に当たるよねというようなやり方ができないのか。これ、本当にぎちぎちにやったら、み

んな一人ずつ事務員を張りつけなければいけなくなりますので、その辺についてのお考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○岩村座長 先にお答えになりますか。もう少しまとめてからのほうがいいかな。 

 まとめてからにしましょうか。 

 それでは、赤星構成員から。 

○赤星構成員 私からは３点ですね。 

 １つは、自由意思の場合は自己研さんというのは認めていただいているかなとは思いま

すが、この形で決まった場合でも、どうしても自己研さんにならないものがやはり発生し

て、この前の検討会でも申し上げたような、お互い上司も僕も自由意思だけど、診療報酬

は病院に入ってしまう手技に関してはどうしても労働になるというお話だったので。まず、

どうしても研さんに入らなくて労働になってしまうものに関しては、その上限規制のとこ

ろに組み込んで、ちゃんとした労働時間になっていくという形で計算してもらえないかな

という、上限規制を設けるのであれば、そういうのがあるよということを踏まえた上での

上限規制を考慮いただけないかというお願いが１つ。 

 そうをもってしても、僕の後期研修の立場で、例えば、資料３の７ページの下にほうに

ある手技の手伝いだとか、さっきいろいろな例が出ていたと思うのですが、山ほどあるの

ですけれども、それを全部制限された場合は、後期研修として必要な手技とか知識とかを

賄うのはちょっと難しいのではないかなと直感的に思います。正直、実際難しいのかどう

かはわからないのですが、それがエビデンス的に、実際そういうものが何時間必要でとい

うのがあるのであれば、この制度が適用されたときに、それがしっかり確保されているの

かどうかというのを確認していただければなというのが１つですね。 

 最後は、もう一つ、研さんの時間の管理を上司が合意していればとかという、上司に管

理されるのは、実際難しいというのもあると思うし、例えば上司が労働だよねとか研さん

だよねと思ったものを、僕が合意するとか言われても、「はい」みたいな感じになるので、

正直、その形そのままというのは難しいのではないかなと思うのですよね。 

 そうなると、例えば、今、救急医学会とかでは、上司ではなくて、学会が各病院の上司

に、労務管理をしているかどうかを確認するシステムをつくろうとか、提案をとりまとめ
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をしていますので、今度、もし、可能であれば、そういう御紹介もさせていただければと

思いますが、そういう形での制限とか、そういう形での管理というのも考えていけないか

なというのが御提案です。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、今村構成員どうぞ。 

○今村構成員 ありがとうございます。 

 資料２の２ページにあります、この４つの要素が医療の特殊性ということで、まさしく、

これは非常に我々の実感に即しているものだと思います。それを踏まえた上で、８ページ

についてちょっと御意見を申し上げたいと思います。 

 こういったタスク・シフティングとか勤務環境改善医療機関がとり得るマネジメント改

革は非常に重要なことなので、こういうことは当然行っていくということが大前提、環境

整備が大前提だと思います。 

 それを踏まえた上で、４つ目の○に、「極めて限定的な場合であるとはいえ、人命救護」

というような書きぶりになっています。これは、例えば、明らかに心筋梗塞を起こしてい

ますよとか、あるいは、ひどい外傷で担ぎ込まれてきました、これはわかるのですけれど

も、例えば、もうあと30分ぐらいで自分は帰らなければいけないといったときに、腹痛の

患者が来ますという話になれば、「ああ、そうか。腹痛ぐらいなら30分で処理できるよね」

ということで、いいよ、いいよと言って、来て、受けてみて、検査をしてみたら、もう急

性膵炎だったと。このままいくと生命に直結するよねと。自分しかいないから、じゃ、こ

れはちゃんと落ち着くまで病棟に入れて、しっかりと管理しましょうといえば、当然のこ

とながら、そういう時間はどんどん延びていくわけですね。 

 したがって、「極めて限定的」というふうな書きぶりではなく、日常、そういう人命に

直結するようなことが予測もせず起こり得るという不確実性があることはぜひ御理解をい

ただきたいなと思っております。 

 これは、ぜひ厚生労働省に伺いたいのは、今回の時間の規制については、罰則がついて

いるわけですね。そうなると、例えば、そういった医師に治療をしてもらった結果として、

やむなく時間を超えてしまったときに、上司に、病院の管理者に、それは刑罰あるいは罰

金等の罰則がかかるのかどうかという、そういう運用になっては、医療が萎縮してしまう

のではないかという危惧を非常に持っておりますので、その点を具体的にどのように取り

組まれるのか、ちょっと教えていただければと思います。 

 それから、資料３ですけれども、これは、今回は切り分けの議論なので、私の申し上げ

ることはちょっと違う話になるかもしれません。どちらかというと、医療・医師の特殊性

という話になると思うのですけれども、前回のこの会で、私が御質問をさせていただいた

ことについて、まだ、御回答いただいてないことがありまして。それは、24時間事業を行

っているところで、その事業場でしか自己研さんできないような事業がほかにあるのでし
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ょうかというお問い合わせをしました。そのことについて、そういった事業がほかにもあ

るのかどうかということと。 

 それから、もう一点、どの事業というかどの職場でも全て、自己研さんは当然のことな

がらあるというのは私もよく存じておりますし、どの職業でも、自己研さんを一生懸命や

る人とそうでない人がいるというのも、これも多分間違いないと思います。そうは言いつ

つ、医師として我々はいろいろな人を見てきましたけれども、その程度の差はあっても、

やはり自己研さんというものに対する考え方は医師は非常に強いものがあるという、そう

いうものもあると思うので、職業によって自己研さんの時間というものが統計的に何かあ

るのかどうかということが、もし、何かありましたら、教えていただければと思います。 

 私からは、以上です。 

○岩村座長 それでは、この辺で一回切りまして、事務局から、御質問等についてのお答

えをいただくということでお願いいたします。 

 では、監督課長お願いします。 

○石垣監督課長 いろいろと御質問をありがとうございます。幾つか現行の法解釈・運用

のところで御質問をいただきましたので、その辺を中心に、まず御回答をさせていただき

たいと思います。 

 山本構成員から、新技術や新商品の開発などをした場合の取り扱いということでござい

ますけれども、これについては、そういう研究開発につきましては、今回の労働基準法の

改正とか、医師の働き方のこの検討会の後につきましても、時間外労働の上限規制の対象

外ということになりますので、研究開発に当たるものがあれば、いわゆる時間外労働の上

限規制の対象とは別の扱いになりますということがあります。 

 それから、今は36協定を届けていない状態で、仮に届けるとしたときにも、そういう商

品技術・新商品などに当たるような研究開発を行っている場合に、それが外れるのかどう

かということですが、１つ目の御質問と同じでございまして、36条の規制からもそういう

意味では外れますので、別扱いにしていただいて結構という考え方になります。 

 それから、資料３の10ページでございますけれども、福利厚生の一環として、旅費に相

当するものを支給する場合にということなのですが、これは、個別具体的にということに

最終的にはなると思うのですけれども、いわゆる業務命令として出張をさせるという性格

である場合には労働時間になりますけれども、よく一般の会社で、自己啓発の一環ですけ

れども、それに関係するようないろいろな費用を福利厚生的に支援をする場合がありまし

て。そういうものでしたら、仮に参加するための旅費をその組織として病院が支弁をして

いても、業務命令という扱いにならない場合もあり得ますので、そういうことについて御

説明をしたというものでございます。 

 それから、今村構成員からの御質問で、医師の方がいろいろ例示で挙げていただきまし

たような地域医療の非常に大変なところで、患者さんの容体も、先ほどのお言葉で言いま

すと、不確実性があって、いきなりいろいろな措置をしなければいけないような状況の中
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で、上限規制が入ったときにどのように対応するかということについてでございます。 

 私どもは、全国の労働基準監督署、行政指導という形で使用者の方々に対しまして、い

ろいろな御指導、是正勧告等をさせていただいておりますけれども、これはいわゆる使用

者の方に対して、法違反の事実を御認識をいただきまして、これを法違反ですよというこ

とで是正をしていただくようにお願いをして、将来、再び法違反の状態にならないように

するということを基本にしておりますので、とにかく見つけたら、なるべく処罰をすると

か、そういうことを目的としているものでは決してございません。 

 例示いただいたように、非常にいろいろな状況がある中で、上限の時間を超過したよう

な場合があって、やむを得ないような理由で引き起こされてしまったということであって

も、上限時間を超えたという点では、労働基準法違反かどうかということで言えば、上限

を超えているので違反ということにはなりますけれども、その点だけで直ちに送検手続を

とるというものではございませんでして。最初に申し上げたように、まずは是正を勧告し

て直していただく。将来に向かってそういうことが起きないように取組みを行っていただ

くということでございまして。私どものほうも、そういうさまざま困難な事情を踏まえて

対応をするように、現場の監督署のほうには話をしていきたいと思っておりますので、そ

こはよく状況をお伺いしながら粘り強くお話を伺いながら対応をしていきたいということ

で考えております。 

 とりあえず、以上でございます。 

○渡邊医療経営支援課長補佐 ありがとうございます。 

 今村構成員からいただきました、研さんの関係での２点です。24時間事業をやっている

ような事業場でないと研さんできないような職業がほかにもあるのかということですが、

これは、前回御質問をいただいてから、基準局ともいろいろ議論もしましたが、ほかには

ちょっとないのではないかという議論をしているところでございます。 

 もう一つ、ほかの職業も見た中での医師がより研さんしているというようなデータがあ

るかどうかですけれども、統計データでご準備できるようにしたいと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 今の件ですね。 

 では、今村構成員お願いします。 

○今村構成員 監督課長、ありがとうございました。 

 いきなり罰則を当てはめないというのは、私はそれを信じています。したがって、「こ

れは法令違反だよ。気をつけてください」と言うのも、そのとおりだと思うのですけれど

も、「これを続けたら、あなたは罰せられますよ」というメッセージになると、そのこと

が萎縮医療になって、もうこれ以上患者さんは受けられないね、今度やったら罰則になる

ねという萎縮医療につながることがないように、丁寧に本当にお話をしていただきたい。

やむを得ず個別の事情があって、それがどうしても仕方なくなったという場合と、常態的

にそういうことをやっているというのは、意味が多分全然違うと思うのですね。その点を
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ぜひ基準局には丁寧に対応していただきたいということだけお願いをさせていただきたい

と思います。 

○岩村座長 それでは、まず福島構成員、それから、三島構成員、あと、森本構成員、お

願いいたします。 

○福島構成員 今の議論に関してですけれども、今まで、緊急的に上限時間を超過する状

況が発生した場合で結果として36協定の特別条項の上限を超えてしまっても、診療を優先

した結果としてそうなったのであるということで、ほとんどのケースで、今後改善すると

いう報告をするというような対応をして受領していただいていました。 

 でも、つい最近、36協定の１日の上限時間を４時間ちょっと超えたということだけで送

検されたという事例がありました。実際にこういった事例があるということが、今、結構

ニュースで広がっています。そうなってくると、36協定の上限をちょっと超しただけでも

送検されるような案件になってしまうのだとしたら、医療機関では、そうした取り扱いが

今後ポピュラーになってしまうかもしれないという危惧があります。 

 ですから、もちろん時短への努力などいろいろなことを尽くした上で、実態として違法

状態にならない程度の上限規制というものを考えなければならないのではないかと思いま

す。どのくらいの時間までを認め得るのかというのは非常に難しいのですけれども、検討

するとすれば、前回の議論における６時間程度の睡眠を確保する、それから、過労死の認

定基準と考えあわせて、80時間×12カ月＝960ぐらいかなとは思うのですけれど。そういっ

たことで、今、「違反があっても即罰則とはならない」というお話でしたけれども、実態

としてそういった事実があるということをどういうふうに考えたらいいのかということを

伺いたいと思います。 

○岩村座長 では、ちょっとまとめてから事務局に答えて頂くように致します。 

 それでは、三島構成員どうぞ。 

○三島構成員 三島です。私は意見になります。 

 医師の研さん計画のところですが、まず、自分が研さん計画をどうやって立てるかとい

うのを自分の身に置きかえて考えてみたときに、先ほど赤星構成員がおっしゃったみたい

に、どこまでが業務上必須なのかというのを上司に判断してもらうというところで、ある

程度指標というか何か必要なのかなと思いました。 

 例えば、外科や救急といった科ごとにも違うと思いますし、あとは、研修医であるかど

うか。採血が必須、業務上の研さんも含めて、労働の中で必須な立場もあれば、そうでも

ない人もいると思います。全てを個別にというよりも、まずそういった現状を、そういっ

た科ごとに年代別にどの程度の業務上必須のものがあるのかというのを検討して、もし、

研さん計画をもしつくるとするならば、何か指標となるような、そういったモデルのよう

なものを幾つか示すといいのかなと思いました。 

 そして、その中で、業務上に必要なものをちゃんと練りたい、研さんを積みたいものが

できるような上限時間の設定、または、個別的に、健康を確保した上での運用が必要かと
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思います。 

 あとは、自己研さんを自由意思でやる中で、長く自己研さんをする中で、その人の健康

管理もとても大事だと思いますので、睡眠や在院時間等を含めた健康管理体制と一緒に運

用すべきと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、森本構成員どうぞ。 

○森本構成員 今のご意見とかぶるのですけれども、研さんの関係についてです。あくま

で自由な意思あるいは業務上必須ではない行為といったところは、これは逆をとれば、指

示が業務命令あるいは業務に関連する行為が労働時間に当たることは明らかなので、そう

でない行為に関して、事前に労働時間に当たらないことを明らかにすることは非常にいい

と思います。先ほどのご意見もあったように、具体的な例などがある程度示されないと、

上司も判断が非常に難しいということのほかに、上司により労働か労働でないか、判断に

大きな差が出てしまうということがありますので、具体的な例示が少し必要だと思います。 

 また、所定労働時間外に在院して労働に該当しない研鑽を行う場合の、上司の確認や指

示を３年間程度記録するということがございますので、実際に行ってみた後、それを検証

するような仕組みづくりも必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、城守構成員どうぞ。 

○城守構成員 ありがとうございます。 

 今、資料３の基本的な考え方を御説明いただいたわけですけれども、基本的には、自由

意思に基づきと、そして、上司の指示がないと所定労働時間外、そして、業務上必須では

なくというこの項目ですが、先ほどからも少し御意見が出ておりますけれども、医療行為

において、業務上必須でないという行為は私はほぼないと思うのですよ。全て業務上必須

になる。業務というのは医療のことですから。ですから、そういう意味においては、ここ

を切り分けるということを上司に委ねることは多分無理だろうと。 

 という中において、先ほどから、例示というお話も出ていますけれども、例示をするに

しても、上司はその例示をどうやって知り得ていくのかということになりますし、先ほど

今村先生からお話もございましたように、直接、労基署からいきなり指導が入ると、それ

こそ「もう、全て私がしますよ」という話になりますので、その辺り、それを研修といい

ますか、それをわかるような体制というもの、労基署との間にワンクッション置かれるよ

うな取組とかそういうことはお考えにはならないのでしょうか。それとも、いきなり労基

署とという形になられるのでしょうか。いかがでしょうか。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 幾つか御質問が出ましたので、ここで一回まとめてということで、事務局のほうから御
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回答をいただければと思います。 

 では、監督課長お願いします。 

○石垣監督課長 いろいろと御質問ありがとうございます。 

 福島構成員からいただきました件でございますけれども、４時間協定を超えたところで

というようなお話だったのですけれども、個別の事案についてどういう経緯があって、ど

ういう状況だったかというところについては、ちょっとお答えがなかなか難しくて、差し

控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論といたしましては、労働基準監督署

においては、長時間労働が可能となるような36協定につきまして、届け出時や監督指導時

に、限度基準告示に基づいてその時間を短縮していただくように指導をしているところで

ございまして。そうした指導があることについては御理解をいただきたいというふうには

思います。 

 監督指導に際しましては、医師の方々の長時間労働にはさまざまな要因、先ほど来お話

が出ているような地域医療とか、治療個別の不確実性とか、いろいろとあろうかと思いま

すので、きょうに限らず、この働き方改革に関する検討会での御議論も踏まえまして、よ

くお話を伺いながら、行政指導に努めていくように、今後、この検討会の御議論がまとま

った後に、しっかりとそういうことを現場のほうにも通知をしていきたいと思っておりま

す。 

 それから、自由な意思の判断がなかなか難しいのではないかというお話を何人かの方か

らいただいております。 

 病院の中で活動をした中で、どういうものが労働時間かということについては、資料に

もございますように、客観的に決まるというところが基本でございます。その基本で決ま

る中で、手続的にしっかりと切り分けていただきたいということで、資料３の８ページの

一番上の四角のところにも書いてございますけれども、まず、上司の命令等があれば、そ

こは、上司の命令で働いているので労働時間ということになるわけですけれども、そこが

一旦終わったというふうに区切りをつけた後で、みずから申し出ていただいて、上司の方

に確認をしていただいてという手続をとるようにしております。もし、ここで、本来、労

働時間であるべきものを労働時間でないように、労働者の方から申し出るようにさせて、

仮にそれで確認をして、働かせたとしても、実態のところを見たときに、それが客観的に

見れば労働時間ということである場合に、そこはそういう客観的な事実で判断をしていく

ことになりますので、そういうところの手続をしっかりと踏んでいただいて、手続上、そ

の実態を明確にしていただくということなのかなと考えております。 

 お手間がかかるところは大変恐縮なところではありますけれども、ここは運用をしてい

く中で、なるべく皆様方病院の方々の現場でも、そのこなれた形というのがだんだんと出

てくるのではないかと思います。労働時間の管理の中の一環として自己研さんをなさった

時間を把握するということでございますので、ここは最初のうちはなれないという部分も

ありますので、なかなか大変かとは思いますが、管理・把握をしていただくようにお願い
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をしたいというところでございます。 

 労働時間の記録に関する資料自体も、労基法上は、保存の年限が３年となっております

ので、同じ期間で把握をしていただくと、そこで整合性がついて判断ができるということ

にもなりますので、ここはぜひお願いをしたいというところでございます。 

 城守構成員から、上司に対する、何が自己研さんに当たるというふうに判断していいの

か、認めていいのか、確認の対象になるのかというものですけれども、私どもは、今回の

検討会の御議論を踏まえまして、最終的にこういう方向性だということが決まりました場

合には、今、ほかのいろいろな業種さんでもそうなのですけれども、個別の監督とは別に、

相談や支援をする窓口を私ども監督署の中にも設けておりますし、勤怠センター等もあり

ますので、そういうところで決まった制度については、まず、よく周知をしていって、必

要に応じては研修会等への御協力などもするというようなことも含めて、よく周知に努め

ていくということが必要だと思っております。 

 済みません、雑駁ですが、以上です。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

○城守構成員 ちょっといいですか。 

○岩村座長 では、城守構成員どうぞ。 

○城守構成員 今、勤改センターとかというお答えをいただきまして、勤改センターの充

実ということが現実的かなと私も思うのですけれども、ただ、あそこの財源は、労働局か

らと、それと、医政局からと両方入っていますよね。ですから、特に社労士さん等に関し

ては、どうしても労働基準監督署の意向を強く受けてしまうという可能性もありますし、

そういう意味では、財源ももう一度考え直していただいたほうがいいのではないかなと、

これは要望です。 

 以上です。 

○岩村座長 それでは、村上構成員お願いします。 

○村上構成員 資料２と資料３、両方に対し御意見を申し上げたいと思います。 

 まず、資料３の研さんについて、先ほど今村構成員から、24時間稼働している事業で、

その事業場でないと研さんできない仕事はあまり考えられないのではないかという御質問

がありました。が、私も不案内なのですけれども、例えば、交通関係とか発電所などは、

事業場に行かないと設備がないので、訓練はできないのではないか思います。パイロット

の方々なども、ある程度職場でなければ研さんができないのではないかと思っております。 

 また、労働時間の取扱いについて様々なルール化をし、労働に該当しない研鑽を行う場

合には上司に届け出て、一つ一つ確認していくことについての御提案に対して、ほかの先

生方からは、大変だというようなご意見がありました。しかし私は、この点については、

今、監督課長がお話しされたことには賛同しております。様々なイメージづくりをしてい

って、これからも議論が必要だと思いますが、ある程度イメージが固まっていけば、実際

に取り組んでみるとこなれていくのではないかと思います。私ども民間の事業所において
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も、例えばOff-JTとか選択的な研修のメニューなどをつくった場合に、費用の負担をどう

するのかとか、労働時間に該当するのかという点は、労使でかなり詰めて話し合います。

強制でないため労働時間とはしない場合も、費用は負担するなど、研修の扱いを相談し決

定していきますので、そのような営みを通して少しずつ固まっていくのではないかなと思

っております。今後、引き続き議論をしていきたいと思っております。 

 次に、資料２の医療の特性などについての御議論について８ページの先ほど今村構成員

が指摘された部分の４つ目の点です。ここについては、方向性は違うかもしれませんが、

私もこの議論は「極めて限定的な場合」と書いてある点は、時間外労働の上限規制の時間

数をどんな時間数に決定しても出てくる話ではあるのではないかと思っております。こち

らの点は、例えば上限時間を月45時間にしても、月80時間にしても、このような事態は発

生し得るので、そのこと自体は少し脇に置いて考えてみる必要があるのではないかと考え

ました。 

 その上の、「労働時間短縮の取組を踏まえてなお必要とされる医療ニーズに対応できる

水準とする必要があるのではないか」については、これは労働時間短縮の取組と医療ニー

ズに対応できる水準の設定、どちらを先に行っていくのかという話ですが、むしろ、私と

しては、一般の労働時間上限規制は45時間360時間が限度時間であり、特別条項で年720時

間という数字があって、また、単月100時間、複数月平均80時間という数字がありますので、

その時間をどうしたら達成できるのかという観点からも、考えていかなくてはならないの

ではないかと思っております。この問いについては、そのように考えております。 

 また、もう一点、医療の特性について、２～３ページに整理されております。１点、大

変申し上げにくいのですけれども、この間のいろいろな御議論などを聞いておりますと、

医療の現場の特性としては、女性医師の就業継続がなかなか困難であることも特性の１つ

ではないかと思っております。妊娠・出産・育児との両立が難しい。ハードな勤務が前提

になっており、その点がなかなか解消できてなくて、１日８時間やせめて10時間といった

労働時間で育児とも両立できるような勤務形態が余りスタンダードになっていないと、前

回もお話がありました。働き続けたい女性医師の方が働けていなかったり、あるいは、医

者を目指したい女性が排除されたりすることがあるということであれば、その点も今回、

医師の働き方全体を見直していく上では、１つの観点として持っていくべきではないかと

思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 それでは、黒澤構成員どうぞ。 

○黒澤構成員 資料２と資料３について意見したいと思います。 

 最初に、資料２の４つのこのグラフを見たときに、何かうまいこと視点を考えたなと思

うのですけれども、こういうふうな視点でやっていくというふうな方向性が示されたこと

は非常によかったなと思いました。 
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 それから、資料３のほうも、今までぼんやりしていたのが、よくここまで具体的に書い

たなと思って、非常に意欲的な内容で。内容は別にして、よかったなと、たたき台として

は非常にいいのではないかと思いました。今、資料３などは予想どおりの議論になってい

るなと思うのですけれども、その上で、主に２点お話ししたいと思います。 

 １点目は、今の議論を聞いていますと、医師は現状で過重労働するのが当たり前という

ようなそういう雰囲気で言っているような気がするのです。これはデータ上もそうでして、

『日本医事新報』か何かで出ていた資料によると、EUとアメリカの医師の働き方と日本の

医師の働き方を比べていて、結論から言いますと、EUとアメリカはベッド数当たりの医師

数とかそういう数で日本よりも医師数が多くて、働く時間も少ない。日本は、働く医師は

少ないけれども、医師の長時間労働によってそれを補っているという構図になっているの

です。ですから、今、現状において医師数は足りてなくて、しかも、その医療を成り立た

せるために、医師の労働時間が長いこと、医師がたくさん働くことを前提に医療が成り立

っているというようなことは、現状として真実と思います。 

 私は、ここで医師の労働時間の上限を、医師だけ特別な例外をつくろうというのは反対

の立場で、どの職種であっても同じ労働基準法でやるべきだと思うわけで、医師だからも

っと働けとか、言い方は悪いかもしれませんけれども、死なないように働けみたいなのは

おかしいと思いますので、労働基準法に則って、今の働き方改革の法律に則って考えるべ

きだなと思うのですけれども、そうするには、医師不足、医師の労働力不足というのが現

状としてあるわけで。 

 それから、こちらのグラフを見ますと、このグラフもちゃんと考えているのかな。そん

なことを言うと失礼ですけれども、例えば、この医師の需給推計とか、資料２の12ページ

ですけれども、こうやってケース１、ケース２、ケース３と書かれてあるのですが、日本

の場合にはちょっと特殊で。何が特殊かと申しますと、日当直の時間が労働時間に含まれ

ていなかったりする。これは、日当直が時間外労働として扱ってないといいますか、労働

基準法上の日当直として換算されていると労働時間に入らないとかいうことがあるので、

多分、これでも随分アンダー・エスティメートな結果になっているのではないかと思うの

です。 

 こういう中で、見た目よりも、この数字よりもたくさん医師が働かなくてはいけないと

いうような状況になっていて、しかも、問題は正当な賃金が払われていない。つまり、時

間外労働なのに、日当直の３分の１の給料で働かされているとか、あるいは、今、自己研

さんの議論がありますけれども、自己研さん、新たに、もし、それが労働時間になると、

今までそういう時間も病院なんかではほとんど払われていなかったのに、また、そのお金

を払わなくてはいけないとかいう、そういう問題になると思うのですけれども、たくさん

働いている割にその時間外の給料が払われていないとか、そういう構図になっているわけ

で。そのことは、結局、見た目よりも結構大変な状況だと思うわけです。 

 今、公共性と不確実性、これ両立させるというふうなことで書いてあるのですけれども、
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８ページの皆さんがおっしゃっている、人命救護とか、これはとても深刻に書かれてある

のですが、医療の現場ではいくらでもあることで、労働時間が過剰なことをもって診療拒

否するのは、医師の場合には法律で決めるというよりも、医療倫理としてできにくいよう

な状況になっていて、医者としてちゃんと教育されると、患者さんを放っておけないとい

うふうなことにはなると思うので、その点は尊重をするような内容にしたほうがいいかな

と思うのですけれども、同時に、その場合、その後ちゃんと休みをとるとか、あるいは、

助けが来るようにするとか、「大変だから助けに来て」みたいに同僚に言いやすい環境と

か、私は研修医のときには、同僚が何人かいまして、自分が大変だと同僚を呼んで、一緒

に手伝ってもらうとか、当直のときとかはよくやっていましたけれども、そういうフォロ

ーの体制をどういうふうにするかと。医師を孤立させないといいますか、そういうふうな

点を工夫するように、単に時間で規制するというよりも、そういうところのケアを厚くし

たほうがいいんじゃないかなと思います。 

 需給関係で、医師の教育、養成は10年かかるということで、これからどうやったって医

師不足が続いてしまうということですので、地方の医師の偏在とかそういうことも重要で

すし、それをどうやるか。あるいは、特に女性の労働力とか、そういう潜在的な労働力、

あるいは、高齢者の労働力とか、大学などは65歳あるいは60歳で辞めてしまうというよう

なことになっていますので、その後の労働力と言っては失礼ですけれども、そういう潜在

的な労働力があると思いますので、そういう潜在的な労働力をどういうふうにリクルート

するかとか、そういうふうな観点もぜひ検討するべきではないかと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局からお答えをいただけるようですので、お願いします。 

○堀岡医師養成等企画調整室長 今、需給推計についての問題点を幾つか御指摘いただき

ましたので、事実関係として、この需給推計をどのようにやったかということをちょっと

御説明させていただきますと、今、資料２の恐らく12ページの部分の御指摘だと思います。 

この需給推計についてはマクロ推計ですので、偏在対策との関係が非常に重要だというこ

とは先生御指摘のとおりでございますけれども、日当直の時間につきましては、これは宿

日直基準にかかわらず、全て労働時間ということで推計をしておりますので、当直をして

いる時間、また、土日出てきている時間は、そちらは全部労働時間なので、宿日直基準と

の関係だけで言うと、アンダー・エスティメートというか、むしろ、どちらかと言えばオ

ーバー・エスティメートな労働時間推計をしているというところでございます。 

 一方で、需給推計ケース１、２、３は、労働時間の制限をそれぞれ、次の13ページの表

のとおりのような労働時間上限の見込みをやった上での需給推計でございますけれども、

最初に言ったとおりマクロ推計でございますので、偏在対策のいかんによって地方のとこ

ろでうまく回らなくなることがあることは確かにそのとおりでございます。 

 なお、労働時間の適正化の見込み方も７％という形で、今回、10万人調査で調査をした
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エビデンスに基づいたものでやっておりますので、これよりさらにタスク・シフトを進め

れば、需要についてはさらに下がるという見込みは、それは厚生労働省としても頑張って

いかなければならない問題だというように思っております。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 それでは、副座長が御発言を希望されていますので、どうぞ。 

○渋谷副座長 今の７％ということに関しては、基本的には、医療事務だけのタスク・シ

フトですよね。ですから、これは推計としては、医師需給に関してはある意味では保守的

なものなので、恐らくタスク・シフトを進めていけば、需給においてはもっと少なめでも

いいんじゃないかと。 

 そういう観点から、医師会から出していただいた「勤務医の健康を守る病院7カ条」の中

で、５番目に「診療に専念できるように配慮してくれる病院」は、僕はすばらしいと思う

のですけれども、これはタスク・シフトの精神だと思うのですが、これもよく読むと、や

はり医療事務的なものということにちょっとフォーカスが置いてあるので、私、今、「上

手な医療のかかり方」という受け手サイドの見方の座長もやっているのですが、これから

は、何でも医師にということから、これは医師にと、付加価値を医師に求めるという方向

性をもう少し出していくと。 

 あくまでタスク・シフトということで、その権限の分捕り合戦ということではなくて、

医師法を読んでいると、資料２の５ページを読んでいると、70年代の本当に縦割り、ヒエ

ラルキーで、医師トップダウンというのが読み取れるのですけれども、時代は、患者を中

心としたフラットな協働の方向性になっていますし、これからは、本当に医師が中心にな

りながらも、看護師さんとか薬剤師さんとかそういう人たちが能動的に活躍できるような、

サポートするような方向性とか、そうしたものもどんどんこうした働き方改革の医師数が

どうこうという神学論争的なものよりも、現実的に、本当に負担を減らしていく方向、本

当に黒澤先生がおっしゃるような、過重労働が当たり前というのは、僕も本当におかしい

と思っていますから、エビデンスをきちんと見ながら、そして、そうした方向性を前向き

に出していくことを、ぜひ、事務局を含め、検討会の皆さんにお願いしたいと思っており

ます。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、鶴田構成員、それから、今村構成員ということでお願いいたします。 

○鶴田構成員 今、病院においては、この働き方改革等の議論が始まって、多くの病院が

だんだんとタイムカードを導入して、労働時間を管理して来ていると思います。そうした

中で、病院管理者と労働基準局が対峙したときに何が問題かというと、この今の議論を踏

まえて、労働か、非労働かを区別するわけです。１つの提案ですが、各病院が労働時間管

理の方針をつくるとか、それの手順を決めるとか、もしくは、その後のチェックリストを

つくるとか、ここでの議論が整理された上で、この時間帯は、例えばＡＢＣとか何でもい

いのですけれども、丸をつけて、これは労働時間外、これは労働だというような簡単なチ
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ェックリストがあった上で、病院管理者と労働基準局がこれをお互いに理解した上でこれ

は労働時間とするもの、そういうふうなものがあると、病院の管理者としては労働時間管

理がしやすいのかなというのが１点です。 

 もう一点は、労働時間の規制という面と、正当な労働対価が払われているかどうかとい

う面が別途あるものですから、その辺りのこともそういうチェックリスト等を含めて解決

できるのではないかという感じがしましたので、意見として述べたいと思います。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 それでは、今村構成員どうぞ。 

○今村構成員 ありがとうございます。 

 黒澤構成員のおっしゃったことは大変大事なことで、恐らくここに集まっている、参加

している構成員の中で、今の医師の働き方がいいというふうに肯定している人は多分誰も

いないと思います。ですから、あるべきゴールとしての医師の働き方はちゃんと頭に置き

ながらも、来年の３月までには省令で決めなければいけないことがあるという現実もある

中でどういう設定をするのかという、その議論なのだと思います。つまり、ゴールの話と

今やるべきことを一緒にしてしまうとなかなか厳しいことになってしまうかなという認識

を持っています。 

 黒澤構成員から御指摘いただいたような今の医療提供体制の問題については、需給の問

題もそうですし、地方の減少の中で急性期医療のニーズもどんどん減ってくる中で、地域

医療構想ということで、病床機能の分化あるいは統合というようなことも、これからどん

どん急激に起こってくる中で、予見できないどの程度の時間設定をしたらいいのかという、

これは、今、予見ができない段階にあるのだと思います。したがって、医師が健康で働け

るため、あるいは、今、渋谷副座長からもお話があったタスク・シフトの話も含めて課題

がいっぱいあり過ぎて、それを一緒にあわせたら一体どうなるのか。結果として、そのこ

とが地域の住民の医療に影響が出ても困ることなので、ゴールはゴールとして見せながら、

どの程度の時間でそこに向かっていくのかという話を分けて考えていただきたいなと思い

ます。 

○岩村座長 では、黒澤構成員どうぞ。 

○黒澤構成員 今村先生の御意見に全く賛成です。ただ、そのゴールがみんなで共有でき

ているかどうかという点を僕はすごく懸念するといいますか、医師は働けばいいのだとい

うような、そういうことではなくて、医師も皆さんと同じく一般のといいますか、労働基

準法で、そんな特例ではなくて、やるのが本当の姿だと思いますので、その点を言いたか

った。 

 それから、もう一つは資料３で言いたかったことが１つあったのですが、ごめんなさい、

忘れました。後で。 

○岩村座長 また、次回以降でも結構でございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 
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 それでは、山本構成員、それから、裵構成員でお願いします。 

○山本構成員 ちょっと話を戻させていただきたいのですけれども、当初、研さんの確認

のところが非常に現場で煩雑ではないかというお話をしたところ、そのうちこなれるでし

ょうというようなお話なのですけれども、本当にそうなのかなと。これ実際に、多分、こ

の想定として、オフィスに皆さんそろっている、あるいは、一緒になってみんなグループ

で働いている。では、これで現場は終わりね。じゃ、ここでお仕事は終わりねというのだ

ったら、その都度確認とかとわかると思いますけれども、あるいは、例えば医長一人にド

クター２人ぐらいの小さな所帯であれば、朝から晩まで一緒に仕事をしているから、じゃ、

ここまでがお仕事ね。あと、君たちは自己研さんねとできると思いますけれども、ちょっ

と規模が大きくなったら、ある医者は別室で働いて、ある医者は病棟でやったり、ある医

師は検査室にいるとか、あちこちにばらばらに散らばっているときに、一体こんなものが

できるのというのが。誰がそばにいて、ちゃんと「はい、君、ここまで研さん」「ここか

ら研さん」とかと言えるかというのは、現場を考えたときに、逆に、上司の立場としてそ

れを指示するかしないかとかで、そういうところを見ると、非常に現実離れしているなと

いうことを思います。 

 例えば、11ページに「月間の研さん計画をあらかじめ作成し」とかありますけれども、

こんなのだって机上の空論もいいところでしてね。「君、今度学会の発表があるから、そ

れは全部で８時間あれば準備できるよね」とかそんなことができるわけなくて、この辺は

このまま先へ進むととんでもないことになるんじゃないかなというのが感想ですので、ぜ

ひ、ここはよく考えた上で文字にしていただきたいなと思います。 

 意見であり、要望でございます。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、裵構成員どうぞ。 

○裵構成員 ２点ございます。 

 今、１点目は、山本構成員がまさにおっしゃっていただいたところで、そもそも研さん

は自発性かつ主体性が前提として、学びたいときはいつ来るかわからないし、計画的なと

ころはある一部分だと思います。そうなりますと、管理的要素をあんまりがちっと入れ過

ぎると、逆に、研さん意欲を失ってしまって、医療の質が非常に不安定になってしまうと

いうことで、少し注意を払っていただきたいなというのが１点目です。 

 ２点目が、病院経営の立場から、日本は民間病院がかなり多いので、民間病院も地域医

療体制でかなり頑張っていただいているのはもう周知のことだと思います。となりますと、

当然、病院経営者としたら、正当な労働対価は払いたい。ただ、ない袖は振れない部分も

少なからずある。となりますと、先ほど、萎縮医療という言葉が出てきましたけれども、

病院経営からすると、萎縮経営というところも少なからず副作用として出てくる懸念も無

視できません。つまり、不採算部門をもうカットし、その分、正当な人件費に充てようと

いうような形で、本当は何とか回ってきた地域医療がもしかすると壊れてしまいかねない
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点を考える必要があるかと思います。そういった全体感を持ちながらの病院経営の視点、

そして、現場の視点、両方をにらみながらやっていくのが、バランスの良い議論かなと思

っております。 

 以上、２点でございます。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、工藤構成員どうぞ。 

○工藤構成員 ありがとうございます。 

 少し視点がずれるかもしれませんけれども、医師が行っているものが業務なのか、労働

時間に当たるのか当たらないのかという議論がきょうは中心かと思います。しかし、それ

を明確にするということでいけば、例えば医師の行為が労働時間に当たり、超過勤務が発

生した場合に、それを超過勤務手当で払うか払わないかという対象になってくるというこ

とで、病院経営にも大きく影響することになります。ただ、そもそも論でいけば、今、働

き方改革ということで、タスク・シフトなり、タスク・シェアリングという話が出てきて

いますが、医師の時間外労働を減らすことは当然大事ですし、減らさなければならなりま

せん。 

 タスク・シフト、タスク・シェアリングによって、今まで時間外に行っていた業務を日

中に行えれば時間外労働はそもそも減っていくということになってくると思います。です

から、タスク・シェアリングなりシフトをできるだけ確実に行い、日中に今まで時間外に

行っていた業務を本来の労働時間の中で行うという検討というか、それをさらに推し進め

ていく必要があると思います。そうすることによってトータルの労働時間を減らすことに

もなるということになるだろうなという意見です。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、中島構成員、遠野構成員にお願いします。 

○中島構成員 ありがとうございます。 

 タスク・シェアをしていく立場の看護師から見ますと、医師の労働時間を少なくしてい

くためにも協力していきたいというのがありますので、私は、今回出していただいた資料

で上司が部下とともに労働時間について、つまり計算も含めたものについて管理していく

のは妥当ではないかなと思います。 

 ただ、医師の管理者は看護管理者と違って、管理だけやっているわけではないので大変

な負担があると思いますので、そこは、厚労省の方が研さんチェックソフトみたいなのを

開発していただいて、ある程度楽にできる目安と、そのソフトの内容は、その時期のその

先生方がそこでやるべき内容がある程度網羅されているといいのかなと思いました。 

 あと、もう一つ、上司の方と部下の方の関係性が非常に今以上に深くなると思いますの

で、そういう場合に生じてくる人間関係についてもある程度の配慮が必要かと思います。

部下が上司と意見が合わない場合、困ってしまっている場合に相談できる仕組みとかをあ
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る程度決めていただけるといいのかなと思いました。 

 以上です。ありがとうございました。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、遠野構成員どうぞ。 

○遠野構成員 先ほど、上司が自己研さんに関して判断が難しいと言いましたが、小規模

病院としては研鑽の予定や申告はいいと思いました。というのは、今後は時間外労働の上

限規制がありますが、自己研さんか労働か、どう分けたらいいのかと考えています。軽減

税率のように、個別事例のＱ＆Ａを作成し、参考にしたらいいのか。あるいは、どうした

らいいのだろうと考えていました。今回提案の、申告で研鑽をあらかじめ、上司が決める

というのは、今の病院ではできると思いました。この話はゼロにせず、どうか検討が続い

てほしいと思いました。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 では、事務局お願いします。 

○千正医療政策企画官 資料３のような取り扱いについて、管理がなかなか大変ではない

かというような御意見と、内容についてはいいのではないかという両方の御意見があった

ように思います。管理が大変だというところ、いろいろ先生方の御意見をいただいたのは

大変参考になると思っております。よりどころとなるような例示とか、そういったものが

あればというようなお話とか、あるいは、それをアドバイスしてくれるような機能が必要

ではないかというような話とか、あるいは、研さんチェックソフトとか、ITなりあるいは

技術を使ってそういう難しさ、煩わしさを軽減していくことによってそのデメリットを減

らしていく。いずれも大変有用な御意見だと思いますので、受けとめさせていただいて、

どういうことができるか検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは戎構成員、済みません。なるべく簡潔にお願いできればと思います。 

○戎構成員 ありがとうございます。 

 医療の公共性と不確実性をどのように両立させるかという御提示に関しては、この内容

を見ますと、管理者だったり経営者だったりというその考え方とかマネジメントがすごく

影響すると思いますので、そちらのそういう業務的なところをサポートするシステムがあ

ればいいのかなと思いました。 

 あと、もう一つ、資料３の研さんの部分ですけれども、上司とその部下が話し合って決

めるのは私も賛成で、看護師の場合も、時間外が出た場合には、どんな理由で時間外を行

っていたかということの話の時間を持ちますし、それによって、その時間外の適正という

ものも判断していきます。ただ、上司にかかる負担も大きくなりますし、その話し合いを

持つ時間をつくるということが、今、現状の仕事の仕方では難しいのではないと思います

ので、そういったところをどうやって解決していくかというのが必要ではないかと思って
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おります。 

 あと、タスク・シフト、シェアに関してですけれども、医師の８～９割がシフトだった

りシェアだったりというのを望んでいるかとは思うのですが、ごく限局された医師の中に

は、看護師がそのようなことを行わなくていいという実際の現場の意見も聞いたことがご

ざいますので、こういったところに関しては、もっと広く特定行為の必要性を医師自身が

医師へ伝達するというか、広く広められるような場所があればいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 あと、黒澤構成員と赤星構成員の手が挙がっていらっしゃいますので、申しわけないの

ですが、ここまでということにさせていただければと思います。 

 それでは、黒澤構成員どうぞ。 

○黒澤構成員 さっき忘れたこととも関連するのですが、この上司の指示でやるというの

はほかの会社も全部そうで、そもそも時間外労働は指示でやるのが基本になっていると思

いますので、医師も例外でなくするということに、そういう大方針のもとに行くとすれば、

時間外労働もしっかり指示のもとでやるという原則は、僕は貫くべきだし、ここに書いて

あるのも、そういう意味では非常に納得できる内容ではないかと思います。 

 ただ、今の時間外労働の状況を見ると、例えば僕などもそうですけれども、時間外労働

の申請が来たとき、ほとんどめくら判のようにはいはいとやっていって、それが本当に時

間外で必要なのかどうかというのはその人任せというか、その人を信用してやっていると

いうのが現状で、ほかのところも大体そうなのではないかと思うのです。いや、あんまり

長過ぎるからというのは、病院でやったりするかもしれませんけれども、何かそんなふう

なイメージで見ておりました。 

 例えば「業務上必須ではない行為」というのを、指示は上司が考えますけれども、例え

ば業務上必須ではない行為というのを誰が判断するかとか、これも上司なのかというのは

この書きぶりではわからないのですけれども、そういう点、上司とはそごができるという

ようなことは当然考えられるので、その辺の業務上困るような点を少し詰めていってやっ

ていけばいいと思いました。 

 皆さんの意見は、医師の現場の意見と上司の意見が違う、あるいは現場のコミュニケー

ションがないとか、いろいろ個別の事案に当たるようなところが問題になるという、そう

いう御懸念だと思います。僕も当然そうなるなと思います。大原則は大原則としてこれで

いいということで、個別の事案に関しては、いろいろ想定される事案をいろいろと考えて

いくという方針でいいのではないかと思います。 

○岩村座長 ありがとうございます。 

 それでは、赤星構成員どうぞ。 

○赤星構成員 済みません、２点だけ。 

 タスク・シフティングに関しては大賛成ですし、皆さんも大賛成だと思うのですけれど
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も、では、実際にこれを急に進めていこうといったときに、例えば救急の領域だと、救命

士さんに今タスク・シフトしようと思うと、規定があって、現場がないとできなくて、病

院だってできないというので、病院では救命士さんはなかなか手技とかやってもらいづら

いという現状もあるし、看護師さんも病院によって、特定看護師でないとルートをとって

はいけないと思っている病院もあって、それによってルートをとってくれないというか、

きょうは特定看護師がいないので無理ですみたいなことが起きたりするので、そういう周

知と法整備というか、そういうところを、もし、皆さんがタスク・シフティングに賛同さ

れるのであれば、しっかりと進めていければいいのかなと思うのが１つ。 

 もう一つは、さっき黒澤構成員もおっしゃっていましたが、僕も、働かずに給金が成り

立つなら働かずに済ませたいし、そんな過重労働をしたくて望んでいるわけではないので

すけれども、現実的にはやらないとその地域のというか、幾つかの病院で勤務しています

が、自分が行かないと成り立たないと思うことも実は結構あって。なので、そこは正確に

何時間以上働くと本当に健康を害するのかと。あと、何時間みんなが勤務しないとその地

域医療が守れないのかというのは、もし、把握できるのであれば把握できて、それで、そ

の間の時間帯で、守れない法律をつくっても意味ないと思うので、そうすると、別に今と

一緒じゃないですか。なので、みんなが守れる法律をつくるために、それは守れる見通し

がある形で上限規制をつくってほしいということですね。 

 よろしくお願いします。 

○岩村座長 ありがとうございました。 

 きょうは、とりわけ医師の研さんと労働時間に関する議論ということで、いろいろ御意

見をいただいたと思います。事務局のほうでは、医師の研さんが非常に重要であるという、

そういう認識のもとで、しかし、他方で労働時間法制との間で、どこで調和点をとるかと

いうのを模索された結果がきょうの資料３で出てきた御提案だと、私としては理解してお

ります。 

 きょうは、この論点を中心的に取り上げてということだったのですが、しかし、重要な

のは、１つは、先ほど今村構成員もちょっとおっしゃいましたが、時間軸の問題があるこ

とです。つまり、明日から上限規制がかかってどうのこうのという話ではなく、少なくと

も医療機関については現行法のままで行く時間がまだ残されているということです。 

 それから、もう一つは、きょうの参考資料１で示されているテーマが、全体として一つ

の一体を成していることです。したがって、研さんの部分についても、例えば労働時間に

当たるとなった場合、直ちにそれが人件費増になるかどうかというのは、それはほかの方

策のところがどうなるかということによって決まってくることなので、その辺を全部トー

タルとしてとらえた上で検討をしなければいけないだろうと思っております。 

 そういうことで、また、きょう、研さんについてはいろいろ御意見をいただきまして、

先ほど、事務局からも、さらに、それを踏まえて、使いやすいものになるようにというこ

とでも御検討いただけるということですので、そこをぜひお願いしたいと思います。 
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 申しわけありませんけれども、時間もまいりましたので、本日の議論はここまでとさせ

ていただければと思います。 

 今ちょっと触れましたけれども、参考資料１をごらんいただければと思いますが、きょ

う御議論をいただきました議題２の「医療の特性・医師の特殊性」、それから、議題３の

「研鑽と労働時間」をもちまして、９月の初めに予定しました各論の議論が一巡したとい

うことになります。 

 事務局のほうで、毎回、議論のまとめをつくっていただいておりますので、それを構成

員の皆様に御参照いただければ、この間の議論の進捗がある程度把握できますし、それで、

頭の整理ができるのではないかと考えております。 

 次回以降、積み残しとなっている事項につきましての議論ができますよう、引き続き、

事務局のほうで御準備をいただければと思います。 

 それでは、次回の日程につきまして、事務局から御説明いただければと思います。 

○千正医療政策企画官 次回の日程については、調整の上、お知らせいたします。 

○岩村座長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、きょう、また、大変夜遅くまで熱心に御議論をいただきまして、ありがとう

ございました。きょうの会議はここまでということで、終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 


